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1983年中小企業診断士の資格取得。翌年、大手会計事務所にて経営コンサルティング会社を設立、
34歳で責任者としてプロの経営コンサルタント業に専任する。在任中は、クライアントの経営改善指導
と事業承継に携わった。この時代は、戦後創業した経営者の2世へのバトンタッチの時期と資産バブル時
代が重なった、「日本の第1次の事業承継時代」でした。親族内承継が多く、特に自社株の評価は発行時
の数十倍（1,000万円の株式が３億円とか４億円になる）になるのはざらで、特に資産税に強くないと
対応できないものでした。会計事務所の子会社の経営コンサルタント会社であることが幸いしました。
51歳の時に難病を患い（幸いにして、今は完治）、「これからは中小企業のために・・・」と自覚し、

独立する。1年半の「久田総合経営」（個人事業）を経て、「㈱関西マネジメント・クリエーション」を
設立。 その当時所属していた団体のおかげで、15年間の経営革新事業の推進において、多くの中小企
業との接触ができました。思えば、中小企業経営者とともに、中小企業経営を学ばさせて頂いた約４０
年でした。感謝！ お蔭様で、中小企業の総合医として活動させて頂いています。（実績約250社）
（所属・登録団体）

一般社団法人事業承継コンサルティンググループ（JCG) 代表理事
一般社団法人中小企業診断協会 大阪支部 所属
（支援業務） ①事業承継支援 ②経営革新支援業務 ③創業・新事業支援



◇ 本日の内容
１．中小企業の事業承継が円滑に進める必要性を知ろう！
２．中小企業の事業承継のあり方
３．親族内事業承継の進め方（事業承継計画）
４．親族内事業承継での課題とその対応策のポイント

4-1 自社株（支配権）の承継

4-2 事業用資産の承継（現経営者個人が所有する事業用資産）

4-3 知的資産の承継（高い事業価値・承継後の成長）

５．社内承継の進め方とそのポイント

６．M&A（第三者への承継）のポイント

事業承継 ポイント１～１１

事業承継 ポイント１５

事業承継 ポイント１４

事業承継 ポイント１３

事業承継 ポイント１２



１ 中小企業の事業承継が円滑に進める必要性を知ろう！

１-１中小企業の２０２５年問題はご存知ですか？

中小企業の経営者数（中小企業＋個人事業）
３８１万人（2014年） （→ 358万人（2016年） △23万人）

７０歳以上
２４５万人

７０歳未満
１３６万人

後継者未決定
１２７万人

廃業の可能性大

８３万社

雇用喪失
６５０万人

GDPへの影響
約２２兆円

２／３

２／３

１／２

我が国の経済・社会において中小企業の役割は

●雇用の確保

●技術・ノウハウを次世代へ
※ 中小企業庁 黒字は2020年発表データ

赤字は2022年発表データ

△14％

△4％



１-２ 事業承継後の売上高と当期純利益は下降している

（出展）中小企業庁「中小企業白書」2021版 ㈱東京商工リサーチ「企業情報ファイル」再編加工

売上高の成長率は下降傾向
当期純利益の成長率も下降傾向

経営革新計画策定と実行が必要



２ 中小企業の事業承継のあり方

2-1中小企業の事業承継パターンは大きく４つ

後継者あり 後継者なし

親族内承継 内部承継 第三者承継 廃業

親族
EBO

(内部従業員）
外部招聘

MBO
（内部役員）

M&A
(第三者へ譲渡）

会社清算

経営
承継

○ ○ ○ ○ ○ ×

株式
承継

○ ○ × × ○ ×

主
な
課
題

・後継者経営能力
・自社株集中
・株価対策
・納税資金
・事業用資産承継

・後継者経営能力
・自社株集中
・経営能力はあって
も株式取得する資
金がない
・先代が所有してい
る事業用資産承継

・後継者経営能力
・自社株所有と経営
の分離
・先代が所有してい
る事業用資産承継

・被招聘者との信
頼関係
・後継者経営能力
・自社株所有と経
営の分離
・先代が所有して
いる事業用資産承
継

・M&A（第三者への
承継）の進め方の
概要を知る
・譲渡価格をより高
くする
・譲渡後の運営

・資産超過で法的
な会社清算

※「廃業」と「倒産」
は違う

「倒産」は債務超
過で会社を清算す
ること

後継者はいるか？

はい
いいえ

事業承継したい？



２-２ 中小企業の事業承継パターンの傾向は？

（出展）中小企業庁「中小企業白書」2021版 ㈱帝国データバンク「企業情報ファイル」再編加工



２-３ 事業承継にはどのくらいの期間が必要か？

事業承継の方法 承継期間

親族内承継

社外から ７～１０年

社内から ３～５年

内部承継（内部役員、内部従業員） ３～５年

M&A（第三者への承継） １年以内

長

短



２-４ 何を事業承継するのか （事業承継の構成要素）

事
業
承
継

人（経営）の承継

事業用資産の承継

知的資産の承継
（高い事業価値）

経営権

後継者の選定・育成

経営理念・経営への思い・価値観を
後継者と従業員が共有

資金（運転資金・借入金等）

特許等の知的財産、許認可等

顧客情報

ノウハウ、従業員の技術・技能

経営者の信用、人脈
従業員との信頼関係

債務・保証・担保

経営者個人所有の事業用資産

自社株（支配権）
（法人所有の事業用資産を含む）自社株の承継



３ 親族内事業承継の進め方（事業承継計画）

後継者の選定

事業承継計画書の策定

事業承継方針の決定

事業承継計画

事業承継対策の実施

事業承継の課題の抽出

現状把握ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

ステップ６

①会社の現状
②現経営者の所有資産の状況
③後継者のリストアップ

①人（経営）の承継上の課題
②自社株の承継上の課題
③事業用資産の承継上の課題
④知的資産の承継上の課題

①事業承継方針の決定
②事業承継計画書の策定

実施に当たっては
専門家と十分協議した上
で行ってください！

①経営理念
②経営ビジョン
③会社の業績
④現経営者の年齢
⑤株主構成
⑥自社株の評価

①個人所有の事業用資産
②負債、簿外負債（連帯保証等）
③その他の資産

経営革新計画の策定

同
時
並
行

●事業価値を高める
●事業を成長させる



３-２ 事業承継計画書とは

（１）基本方針

（２）事業計画

（３）会社

（４）現経営者

（５）後継者



4-1 自社株（支配権）の承継
4-1-1 自社株承継のフロー

スタート ゴール

後
継
者
へ
の
自
社
株
の
集
中

株主名簿

自社株の評価

１．現経営者
２．親族
３．持株会等
４．名義株
５．所在不明株主

評価引下げ

遺留分による
分散防止

会社・後継者
の買取り

生前贈与

相続

必要資金と
その調達

現
経
営
者
の
生
前

現
経
営
者
の
死
後

買取代金

贈与税

相続税

税制措置等
の活用

承継方法準備

新事業承継税制
（贈与税・相続税）

自社株買いに関するみ
なし配当課税の特例

名義株等の整理

１

２ ３

４

５

６

７

相
続
対
策

遺言書

事業承継 ポイント１～１１

１ １１～

会社法の活用

生命保険

８

９

１０

１１

相
続
税
試
算



4-1-2  株主の分散状況を知る
名義株・所在不明株主の整理

事業承継 ポイント１ １

株主名簿

１．現経営者
２．親族
３．持株会等
４．名義株
５．所在不明株主

名
義
株
の
整
理

1990年の商法改正前は、株式会社設立時、最低７人の発起人が必要であり、
各発起人は１株以上引き受けなければならかった。

まったく見ず知らずの“自称”株主から権利を主張される。
M＆A等を行う場合、名義株主が真の株主であると主張し、譲渡を拒否する。

弁護士等の専門家の相談の上、名義上の株主との間で合意を結ぶ。

所
在
不
明
株
主
の
整
理

５年以上継続して会社からの通知が到達しない株主が所有する株式は、一
定の手続きを経て会社が処分することができる。（競売、売却、自社株買い）

2021年の経営承継円滑化法の改正で、特例の認定要件をクリアーすれば、
５年を１年に短縮することができる。

株主の分散状況を知り、後継者への自社株の集中を検討。



大会社

中会社（大中小）

小会社

(評価方式)

原
則
的
評
価
方
式

特
例
的
評
価
方
式

配当還元方式

類似業種比準方式

純資産価額方式

上記２つの併用方式

自社株を取得した株主で評価方法が異なる

会社の規模（純資産価額、従業員数、年間の取引額）で評価方法が異なる

類似業種比準方式

併用方式

純資産価額方式

純資産価額方式

併用方式

（原則的評価方式）

純資産価額方式 特殊計算

(選択可能)

●同族（親族）・・・配偶者、６親等内
の血族、３親等内の姻族

●同族株主等・・・同族株主、同族株
主のいない会社の株式で、議決権
15％以上のグループに属する株主

4-1-3  自社株の評価と引下げ 事業承継 ポイント２ ２

（１）非上場の自社株は株主・会社規模で評価方式が異なる

同
族
株
主
等

上
記
以
外

特定法人 株式保有特定会社、土地保有特定会社等

上場している類似業種と自社を比較して株価を算定する

資産・負債を相続税評価により時価を算定して純資産価額を
算定する



（２） 類似業種比準方式の算定方法

●上場している類似業種と自社を比較して株価を算定する
●株価が引き下げるポイントは配当、利益、純資産の減額

1株当たり

類似業種
比準価額

1株当たり

配当金

類似業種
の株価

1株当たり

類似業種
配当金

1株当たり

類似業種
利益

1株当たり

利益

1株当たり

類似業種
純資産価額

1株当たり

純資産価額

０．７(大会社）
０．６(中会社）
０．５（小会社）

1株当たり

資本金

＝ ×

＋ ＋

××
５０円３

利益の少ない時は承継のチャンス！



(3） 純資産価額方式の算定方法
●資産・負債を相続税評価により時価を算定して純資産価額を算定する
●土地等の含む益を持っている資産、利益剰余金が多いと株価は高くなる

貸借対照表

資産の部

純資産の部
100

負債の部

資産の時価

負債の時価

純資産の時価
150

評価差額に対
する法人税等
（５０×３７％）

１９

純資産価額
１３１(含み益）

50

相続税評価により時価
評価された貸借対照表



(４） 自社株評価の例示

◇ 卸販売業
１．現経営者から後継者への138株（額面5万円）を贈与したとすれば

（新事業承継制度を活用）

「取得した株主は同族株主等」 → 原則的評価方式

２．会社の規模は、純資産価額、従業員数、年間の取引額より判定し、
「中会社の小」 → 原則的評価方式（純資産額方式）

又は 併用方式

●純資産額方式 1株当たり 86万円

●併用方式 79万円×0.25＋86万円×0.75 ＝ 84.25万円
(2018年度、現在は 0.25→0.6 0.75→0.4）

類似業種比準方式 1株当たり 79万円

1株当たり 84.25万円
贈与額は 84.25万円 × 138株 ＝ 約11600万円
贈与税額 約 5700万円



（5）自社株の評価引下げ

自社株の引下げ策は

◇ 相対的に 純資産評価額 ＞ 類似業種比準価額

●会社の規模を変更し（小→大）、類似業種比準方式の ウエイト高めると、

通常評価額は引下げられる。

●特定会社（株式保有、土地保有等）に該当すれば、原則 純資産評価額となる、

非該当を検討する。

◇ 各評価の引下げポイント

●類似業種比準価額を引下げるポイントは、計算要素となる

配当、利益（所得）、純資産の減額

●純資産価額を引下げるポイントは、時価と相続税評価額 とが乖離する資産の取得、

損失の計上、生前退職金、社員持株会 ｅｔｃ

自社株の取り扱いに注意

① 不動産を持っている企業、剰余金（過去の利益の繰越）が多い企業は、株価が数十倍

になることもある。（5万円株が30倍になり150万円になることもよくある。）

自社株の評価は、必ず専門家に毎年依頼すること！

② 取得する株主によって自社株の評価方法が変わり、株価も変わる.

安易に株主の名義を変えると、贈与の問題が発生するので要注意 !

事業承継 ポイント３ ３



自
社
株
の
承
継
方
法

２．生前贈与

１．会社や後継者

による買取り

●下記のどちらか選択する必要がある。

①暦年課税贈与（年間110万円の基礎控除）

②相続税精算課税贈与（２５００万円まで課税なし、
２５００万円超は一律２０％の贈与税、相続時相続財
産に加算され清算される。）

●分散されている自社株、事業用資産を会社や後継
者が買取る。買主が個人と法人では適正価額が違う。

個人→個人 相続税評価額
個人→法人 時価（法人税基本通達）

後
継
者
は
最
低
で
も
議
決
権
の
過
半
数
、

出
来
れ
ば
３
分
の
２
以
上
取
得

４-１-4 後継者への自社株の承継方法

４．遺留分による

分散防止対策

（事前対策）

●遺言書で相続させると、後継者外の相続人の遺留
分を侵害し、自社株の分散に繋がることがある。

①遺留分放棄手続

②民法の特例活用（除外特例、固定特例）

（事後対策）

●相続人等に対する売渡請求（会社法第174条）

●特別支配株主による株式等売渡請求（同第179条）

事業承継 ポイント４ ４

３．遺言書の作成
●相続紛争や遺産分割協議を回避できる。

●公正証書遺言がベター。

５．相続
●遺言書がない場合、遺産の分割は遺産分割協議を
経て決定する。下記の協議ができればベター。

・ 自社株、事業用財産 ⇒ 後継者

・ その他の財産 ⇒ 後継者以外の相続人

株価に注意



4-1-5 会社や後継者による買取り（自社株、事業用資産）

（１）自社株が株主（個人）から法人へ譲渡された時の税金

自社株
買取価額

１０００

みなし配当
３００

譲渡益
２００

取得時の価額
５００

資本金等の額
７００

株主（個人）の税金

配当所得
総合課税（最高55.945％の累進課税）

譲渡所得
税率は20.315％

※ 相続が発生し、相続人が納税資金を
捻出するため、相続した非上場株式を発
行会社に買い取ってもらう場合、一定の要
件を満たした時は、みなし配当に相当する
金額を含む全額が譲渡所得になる特例が
あり。

事業承継 ポイント５ ５



◇ 低額で譲渡した場合の税金は？

譲渡形態 売主 買主

個人→個人 ●譲渡益に20.315％の税金 ●適正時価との差額に贈与税

個人→法人 ●譲渡益に20.315％の税金
※適正時価の１/２未満で譲渡した場

合には、時価で譲渡したとみなして所
得税を計算

●適正時価との差額が、受贈益

（２）自社株を低額又は高額で譲渡した場合の税金

◇ 高額で譲渡した場合の税金は？

譲渡形態 売主 買主

個人→個人 ●適正時価で売買したものとして
譲渡益を計算し、20.315％の税金

●また、時価と実際の譲渡価額と
の差額は、買主から贈与があった
ものとして、贈与税が課税

●課税はなし

個人→法人 ●適正時価で売買したものとして
譲渡益を計算し、20.315％の税金

●また、時価と実際の譲渡価額と
の差額は、一時所得（売主が買主
（法人）の役員・従業員である場合
は給与所得）

●適正時価との差額は、売主への寄

付金（売主が買主（法人）の役員・
従業員である場合は役員賞与・賞
与）

※買主が個人と法人では適正価額が違う

個人→個人 相続税評価額
個人→法人 時価（法人税基本通達）



（１）相続時の遺留分侵害額とは？

被相続人
（先代）

子供A
（後継者）

子供B

相続額
現金 1,000万円
合計 1,000万円

法定相続分（１/2）
3,000万円

遺留分（1/4）
1,500万円

法定相続分（１/2）
3,000万円

遺留分（1/4）
1,500万円

遺産総額
自社株4,000万円
現金 2,000万円
合計 6,000万円

相続額
自社株4,000万円
現金 1,000万円
合計 5,000万円

民法は、遺族の生活安定や最低限度の相続人間の平等を確保するため

相続人（兄弟姉妹は除く）に最低限の相続の権利を保障（遺留分）している

相続財産の大半が自社株の場合、遺留分問題が発生する

この差額が遺留分侵害額（500万円）

■遺留分侵害請求権
遺留分を侵害された相続人は、遺留

分額以上を取得した相続人に対し

遺留分侵害額に相当する金銭の支出

を請求することができる

※手元に現金がなければ、自社株分散する

4-1-6 遺留分による分散防止対策

配偶者
（既に死亡）

事業承継 ポイント６ ６

（例えば）



①遺産（時価）

基礎財産（①＋②＋③－④）

遺留分

原則 基礎財産×1/2

★遺留分算定のための基礎財産は時価で算定する

★特別受益は相続開始時点での評価となる（遺留分が増える可能性）

③特別受益
（相続人への生前贈与）

相続計算時には加算されないが、

過去10年間分を加算

（２） 遺留分算定のための基礎財産とは？

■各相続人の遺留分は

各相続人の法定相続分 × 1/2

※配偶者・子供は1/2, 父母は1/3

②相続前１年以内の
生前贈与

④負債（時価）



分
散
防
止
策

１．遺留分の事前放棄

２．経営承継円滑化法
に基づく遺留分に関す
る民法の特例の活用

被相続人の生前に、後継者以外の相続人（非後継者）が
自分の遺留分を放棄する

⇒非後継者にメリットなし ⇒対策としては不十分

経営者から後継者に生前贈与された自社株式について

遺留分算定基礎財産から除外することができる

（除外特例）
親族外後継者の贈与についても拡大

経営者から後継者に生前贈与される自社株式について

基礎財産に算入する際の価額を固定することができる

（固定特例）

●後継者を含む現経営者の推定相続人

全員の合意

●経済産業大臣の確認

●家庭裁判所の許可

（３） 遺留分による分散防止対策



会社 後継者

①現経営者

の退職時

●現経営者への退職金

②自社株

事業用資産

の承継時

●現経営者からの自社株の買取資
金

●現経営者からの事業用資産の買
取資金

●現経営者からの自社株の買取資金

●現経営者からの事業用資産の買取資
金

●贈与税の納税資金

●相続税の納税資金

③その他

●分散株式の買取資金

●事業価値を高めるための資金

●分散株式の買取資金

●相続時の遺留分侵害額資金

●相続人への代償分割資金

4-1-7 事業承継に必要な資金

事業承継 ポイント７ ７



資
金
調
達
方
法

民間金融機関からの借入れ

政府系金融機関からの借入れ

信用保証協会による信用保証

●事業承継資金は別保証枠

●経営者保証を不要とする融資支援

ファンドを活用した支援

生命保険会社の活用

（会社（退職金原資）、個人）

経営承継円滑化法
の活用

中小企業投資育成
会社の活用

後継者の役員報酬増額

収益物件の贈与等

4-1-8 事業承継に必要な資金の調達方法

事業承継 ポイント８ ８



退職金

4-1-9 保険を活用した事業承継時の資金対策 事業承継 ポイント９ ９

退
職
金
準
備

遺
留
分
対
策

納
税
資
金
確
保

そ
の
他

現経営者

満期/解約（死亡時）→生存退職金（死亡退職金）

保険会社

自社
保険金

契約者・・・自社
被保険者・・・現経営者
受取人・・・自社

相続発生

現経営者保険会社 後継者相続

保険金

契約者・・・現経営者
被保険者・・・現経営者
受取人・・・後継者

納税資金

契約者・・・後継者
被保険者・・・現経営者
受取人・・・後継者

非後継者へ代償分割

現経営者保険会社 後継者

保険金

分散株式
の買取資金

契約形態

非後継者

現金

相続発生→分散株の買取リ

非後継者へ代償分割

非後継者

現金

１

２

２

１

１



4-1-10 生命保険の契約のしかたで税金の種類が変わる

契約の形
父を被保険者とする

税金の種類
契約者 被保険者 受取人

Ａ
契約者と被保険者
が同一

父 父 母
相続税

父 父 子

B
契約者と受取人
が同一（法人）

会社 父 会社 法人税

C
契約者と受取人
が同一

母 父 母 一時所得
（所得税
住民税）子 父 子

D
契約者、被保険者、
受取人の三者が異
なる

母 父 子
贈与税

子 父 母

※１ 課税される一時所得＝（受取保険金－払込保険料－５０万円）×1/2

※２ 法人契約で法人受取だと雑収入、これを退職金に充てる。

※３ Cの契約者に被保険者が保険料を贈与すれば、相続対策にもなる。



＜2代目は全株式の贈与税・相続税がゼロに！＞

◇主な制約

●贈与時点で先代は退任

●２代目は３年以上役員を務め、贈与後代表権を持つ

●認定取り消し時は、猶予税額と利子税を支払うことに
なる

●事後報告の申請が長期にわたる

2.新事業承継税制

一般措置→特例措置
主
な
税
制
措
置
等
の
活
用

非上場株式に係る相続税
の１００％納税猶予・免除
制度 (2018.1～、2022改正)

非上場株式に係る贈与税
の１００％納税猶予・免除
制度 （2018.1～、2022改正)

3.自社株買いに関するみなし
配当課税の特例

（相続又は遺贈後３年以内）

4.小規模宅地等の課税の特例

（先代の事業資産の相続）

個人株主が発行会社に売却→売却価格の一分が配当所得
→ 配当所得とされず譲渡所得

（注）みなし配当として総合課税（最高55.945％の累進課税）
→ 譲渡益課税（20.315％）

●特定事業用宅地等の特例・・・特定事業用・特定同族会社
事業用（評価80％減額、～400㎡）、貸付事業用（評価50％
減額、～200㎡）
●特定居住用宅地等の特例・・・評価80％減額、～330㎡

居住用宅地と併せて最大７３０㎡が減額

4-1-11 事業承継支援の税制措置等の活用（節税対策等）

事業承継 ポイント１０ １０

1.会社法の活用
会社法活用による、自社株の集中と分散を防止

①株主の分散防止のための譲渡制限株式の利用
②種類株式（配当優先株式、残余財産優先株式）
の活用（議決権なし）
③譲渡制限株式の相続人等に対する売渡請求制度の
導入



4-1-12 新事業承継税制のあらまし
（2代目は全株式の贈与税・相続税がゼロに）

先代
死亡

２代目

３代目以降

一
括
贈
与

全株、贈与税全額猶予 全株、相続税全額猶予
死亡

相
続

対象となる株式は

２／３、猶予額は
贈与１００％、相続
８０％

全額
免除

特
例
措
置

一
般
措
置

特例措置 一般措置（原則）

事前の計画策定
特例承認計画提出
～2024年3月31日

不要

適用期限
10年以内の贈与・相続

～2027年12月31日
なし

対象株式数 全株式 最大２／３まで

納税猶予割合 １００％ 贈与１００％、相続８０％

後継者 最大３人 １人

雇用確保 弾力化 ５年間８割雇用維持

全額
免除

※適用条件に注意

事業承継 ポイント１１ １１



4-2 事業用資産の承継（現経営者個人が所有する事業用資産）

スタート ゴール

後
継
者
へ
の
事
業
用
資
産
の
集
中

個人所有の事
業用資産 会社・後継

者の買取

生前贈与

債務・保証・
担保

必要資金と
その調達

現
経
営
者
の
生
前

現
経
営
者
の
死
後

買取代金

贈与税

相続税

税制措置の
活用

承継方法準備

個人の負債・
簿外負債（連
帯保証等）

その他の資産

相
続
対
策

遺言書 新事業承継税制

小規模宅地等の課
税の特例

１２事業承継 ポイント１２

相続

経営者保証に関す
るガイドライン

4-2-1 事業用資産の承継の流れ

相
続
税
試
算

生命保険

１２



現
経
営
者
の
財
産
状
の
把
握

経営者個人が所有する事業用資産

経営者個人が所有するその他の資産

経営者個人の債務・保証・担保

後
継
者
へ
の
承
継

4-2-2 事業用資産の承継 事業承継 ポイント１２ １２

経営者個人が所有する自社株

後
継
者
外
の
親
族
へ
の
承
継

●生前・・・遺言書にて明記

分散防止対策、遺留分対策等

●相続時・・・遺産分割協議

①事業承継時の適切な対応
②経営者保証に関するガイドラインに即した対応

個人保証なし融資が可能になることがある
「事業承継特別保証制度」（信用保証協会）

●その他の資産は後継者外を優先する

現
経
営
者
の
相
続
税
の
シ
ュ
ミ
レ
ー
シ
ョ
ン

相
続
対
策
（生
前
）

相
続
手
続
き
（死
後
）



４-３ 知的資産の承継（高い事業価値・承継後の成長）

13

経営革新計画書の策定

経営戦略の構築
(目標実現への道筋）

経営環境分析
強み、弱み、機会、脅威

経営コンセプト

経営改革の実行

現状把握

事業価値を高めるための経営革新計画の策定

ステップ１

ステップ２

ステップ３

ステップ４

ステップ５

ステップ６

①経営理念（ミッション）・・・企業が果たそうとしている役割
②経営ビジョン・・・経営理念を実現するための構想
③経営目標・・・経営ビジョンが実現を目指す成果目標

①経営外部環境分析（機会、脅威）
②経営内部環境分析（強み、弱み）

①SWOT分析
②事業ドメイン分析

①経営戦略課題の抽出
②重要成功要因（ＣＳＦ）の選択と優先順位の設定
③ビジネスモデル（戦略マップ）策定（ＢＳＣの4つの視点）

PLAN
計画

ACTION
見直し

CHECK
評価

DO
実行

マネジメントサイクル

事業承継 ポイント１３



５ 社内承継の進め方とそのポイント
5-1 社内承継（内部役員・内部従業員）の主な課題とその対策

後継者の経営能力はあるか

経営能力はあっても株式取得 （経営
権取得）する資金がない

自社株が集約されているか
先代経営者への経営権(自社株）の集中

その後に株式譲渡

事業承継に必要な資金とその調達方法

＜主な課題＞ ＜その対策＞

「事業価値を高めるための経営革新計画」に参画

先代が個人保有する事業用資産の賃貸契約

5-2

先代が個人保有する事業資産を承継
できるのか

株式所有と経営の分離を検討

先代経営者は自社株式
を保有する
（先代社長は配当所得）

後継者は経営に専
任する

（資金調達ができる場合）

（資金調達ができない場合）

事業承継 ポイント１４ １４



5-2 「内部役員・従業員への事業承継（MBO,EBO)」のスキーム
MBO(Management Buy-Out)   ・・・ 内部役員への承継
EBO(Employee Buy-Out) ・・・ 内部従業員への承継

後継者
（経営者、従業員等）

金融機関

ファンド

現経営者

中小企業
A社

売手 買手
③株式譲渡

③現金

④子会社化

⑤吸収合併

①出資

②融資

後継者となる会社の経営者又は従業員が、オーナー経営者等の保有す
る株式を買い取って経営権を取得する手法

受け皿会社B

（新設）



６ M&A（第三者への承継）のポイント
6-1 M&Aの環境の変化と実施する意義

１．今までは、大企業のM&Aが主流で、 仲介業者も大手で、仲介手数料も高かった。

２．M&Aプラットフォームが多く出現で、中小プラットフォーマ―が活躍し、取扱い案件も小さく、
仲介手数料も安くなった。

３．このような環境で、国としての政策も浸透し、「事業引継ぎセンター」という国の推進機関
もサポート。

４．自社も極み手を磨き、中小M&A市場に参入するチャンスは広がった。

◇ 中小企業のM&Aの環境が変わった！

◇ M&A「第三者への承継」を実施する意義

後継者がいなくても、M&Aへの道を選択すれば・・・

◎ 事業を存続することで、従業員の雇用が確保できる。

◎ 取引先との関係も維持できる。

◎ 地域のサプライチェーンの維持も図れる。

◎ 企業が持つ事業価値（社会的資源）も存続できる。

事業承継 ポイント１５ １５



6-2 中小企業のM&A Mergers(合併）ａｎd Acquisitions(買収）

事業売却は「株式譲渡」か「事業譲渡」が主流

M
&
A 合併

株式交換・移転

会社分割

株式譲渡

事業譲渡

会社の全資産・負債、従業員等を丸ごと他の会社に承
継すること。合併の方法には、「吸収合併」と「新設合
併」がある。

株式交換とは、自社株式と他社株式を交換すること。こ
の場合、売り手企業は交換先会社の株式や現金に変
わる。

会社分割とは、複数の事業部門を持つ会社がその一部
門を切り出してこれを他の会社に承継する方法です。他
社との部門単位での事業統合や、不採算部門の撤退。

株式譲渡とは、経営者が所有する株式を第三者に「売
却すること。株式譲渡は主にM&A,MBO等で用いる。

事業譲渡とは、事業の一部を他の会社に売却すること。

会
社
法
の
組
織
再
編



6-3 株式譲渡・事業譲渡の概要

×株主

Ａ社

Ｙ株主
Ｙ株主

Ｂ社

Ｘ株主

Ａ社

現預金

乙事業

Ｂ社

甲
事
業

乙
事
業

甲
事
業

乙
事
業

甲
事
業

丙
事
業

Ｘ株主

Ａ社

Ｙ株主

Ｂ社

Ｘ株主

Ａ社

現預金

株式譲渡

事業譲渡

●株式を譲渡すれば、会社をそのまんま引
継げる点で手続きが簡単

●資産に含み益がある場合、株主は清算
時より手取りが多くなる

●簿外債務も引継ぐリスクあり

●手続き複雑（個々の資産・負債の承継）

●売り手側の簿外債務を引継ぐリスクなし

●引継ぐ資産が限定され、資金負担が軽減

●拠点単位（製造、営業）での承継が可能

●株主の決議が必要

●株主は清算時より手取りが多くなる

Ｂ社株式 １００％

Ｂ社



6-4 企業価値評価手法を知る

●売却価額をより高くするために

●中小企業・個人事業の価値算定は「年買法」が主流

①時価純資産額 ②営業権＋

予想営業利益

1000万円

年買法

× ３～５年

売却価額

6000万～8000万円

＝

※ 「年買法」はコストアプローチの１つ、他にマーケットアプローチ（類似企業非核法等）、
インカムアプローチ（DCF法等）がある

資産の時価

負債の時価

時価評価された貸借対照表

純資産（時価）

3000万円



6-5 中小企業の事業承継をサポートする仕組み



• ご清聴有り難うございました。

最後に、

事業承継を実施するには相当の時間を要します。

早急に着手されますように！


